【参考様式１（保護者・児童生徒→学校）】

三川町立〇〇学校長 殿 

いじめ重大事態に係る申立様式

下記のとおり、いじめにより重大な被害が生じた疑いがあることを申し立てます。

１　申立日
令和　　　年　　　月　　　日


２　いじめを受けた児童生徒に関する情報
	学　校　名
	
	学　　年
	年

	児童生徒氏名
	
	保護者氏名
	




３　いじめ重大事態の概要・経緯
(1)　いじめ重大事態の種類（該当するもの全てにチェックしてください。）
１号重大事態
□　生命に重大な被害が生じた疑いがある
□　心身に重大な被害が生じた疑いがある
□　財産に重大な被害が生じた疑いがある
	診断書の有無
	有 ・ 無
	（有の場合）
診断名
	





	警察への被害
届提出の有無
	有 ・ 無
	提出先
（警察署名）
	





２号重大事態
□　相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある
	欠席の状況
	


※欠席日数や時期等、分かる範囲で記入してください。


令和７年１１月　三川町教育委員会
ガイドライン（ｐ49）より作成
【参考様式２（学校→町教委）】
令和　　 年　　 月　　 日

三川町教育委員会教育長 殿 

三川町立○○学校長  印  
 
いじめ重大事態（疑い含む）発生報告書 

	１ 
	重大事態（疑い含む）と認めた事由及び根拠
（いじめ防止対策推進法による） 
※28条第1項第1号（生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い） 
※28条第1項第2号（相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い） 
※「認めた」とは「考える」ないし「判断する」の意
	□第28条第1項第1号 □第28条第1項第2号 
○認めた事由及び根拠 
・ 






	２ 
	児童生徒・保護者からの申立ての有無 
※いずれかに〇をつけること 
	あった  　　　　  なかった 

	３ 
	いじめを受けたとされる児童生徒 
	第   　学年  　 組  （  　 歳）
氏名         　　　　 　（性別）
 
学校生活、家庭環境、健康状況など
※複数の場合は追記すること 
※【「児童生徒の事件等報告書」に重大事件等の報告について（様式）】の項目をもとにして上記の項目を立てた

	４ 
	いじめを行ったとされる児童生徒 
	第   　学年  　 組  （   歳）
氏名          　　　　（性別） 
学校生活、家庭環境、健康状況など
※複数の場合は追記すること 

	５ 
	いじめが行われたと疑われる時期 
	R○.○.○○ ～ R○.○.○○ 

	６ 
	学校が本事案を認知した日 
	R○.○.○○ 

	７ 
	事案の内容 

	
	○発見のきっかけ 
 
○いじめの態様等 
 
 
○現在の状況 
【いじめを受けたとされる児童生徒】 ※不登校重大事態であれば、欠席期間、日数も記載



【いじめを行ったとされる児童生徒】 




	８ 
	学校の指導経過等 
	 


	９ 
	いじめを受けたとされる児童生徒・保護者の意向 
	 



※ 三川町教育委員会記入欄 
	受付日
	令和　　年　　月　　日　　（学校教育係：職　　　氏名　　　　　　　）

	調査の主体
	　□学校の設置者　　　　　　　□学校


令和６年３月作成　三川町教育委員会



【参考様式３（町教委→三川町長）】
令和　　 年　　 月　　 日

三　川　町　長　　 殿 

三川町教育委員会教育長  印  
 
いじめ重大事態（疑い含む）発生報告書 

	１
	重大事態（疑い含む）が発生した学校
	三川町立〇〇学校

	２ 
	重大事態（疑い含む）と認めた事由及び根拠
（いじめ防止対策推進法による） 
※28条第1項第1号（生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い） 
※28条第1項第2号（相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い） 
※「認めた」とは「考える」ないし「判断する」の意
	□第28条第1項第1号 □第28条第1項第2号 
○認めた事由及び根拠 
・ 







	３
	児童生徒・保護者からの申立ての有無 
※いずれかに〇をつけること 
	あった  　　  なかった 

	４ 
	いじめを受けたとされる児童生徒 
	第   　学年  　 組  （  　 歳）
氏名         　　　　 　（性別）
 
※複数の場合は追記すること 

	５ 
	いじめを行ったとされる児童生徒 
	第   　学年  　 組  （   歳）
氏名          　　　　（性別） 

※複数の場合は追記すること 

	５ 
	いじめが行われたと疑われる時期 
	R○.○.○○ ～ R○.○.○○ 

	６ 
	学校が本事案を認知した日 
	R○.○.○○ 

	７ 
	事案の内容 

	
	○発見のきっかけ 
 
○いじめの態様等 
 
 
○現在の状況 
【いじめを受けたとされる児童生徒】 ※不登校重大事態であれば、欠席期間、日数も記載



【いじめを行ったとされる児童生徒】 




	８ 
	学校の指導経過等 
	 



	９ 
	いじめを受けたとされる児童生徒・保護者の意向 
	 

	１０
	調査の主体
	□学校の設置者　　□学校


令和６年３月作成　三川町教育委員会












【参考様式４（学校→町教委）】
 ※自殺又は自殺が疑われる死亡事案について　基本調査の主体は学校を想定
令和　　年　　月　　日　
三川町教育委員会教育長 　　殿 
三川町立〇〇学校長　　 
基本調査報告書  １ 事故の概要
・児童生徒基礎データ （学校名・氏名・学年・学級・性別・年齢等 ）
・事故の経緯 （発生日時・場所・事故の概要 ）
２ 調査内容（発生したその日から開始）
・基本調査の実施期間
・全職員からの聴き取り結果（児童生徒に関する情報の収集を ３日以内に終了 )
・遺族面談内容（公表についての意向，学校への要望等）
・関係児童生徒からの聴き取り結果（状況に応じて）※自殺の事実を伝えて行う調査の実施には、必ず、遺族の了解が必要。
３　情報の（整理）報告
　　※得られた情報の範囲内で、事実が確認できたこと、できなかったことを区別し、情報を時系列にまとめるなど整理して、設置者に報告
４ 関係資料の収集
・いじめに関するアンケート，生活に関するアンケート等
・児童生徒個票
・指導要録，健康診断表，出席簿等
・学級日誌，作文，掲示物，生活記録ノートなど学校にある児童生徒の記録
・その他学校での生活の様子が分かるもの
※　学校及び設置者は、適切に遺族に説明。この段階の情報は断片的である可能性があり、「学校では悩みを抱えていなかった」のような断定的な説明はできないこと。安易に因果関係に言及すべきでないこと。
※　設置者は、基本調査の報告を受け、詳細調査に移行するかどうかを判断
※　いじめが背景に疑われる場合は、いじめ防止対策推進法に基づく重大事態として扱い、地方公共団体の長等への報告が必要
※　児童生徒が自殺した場合（自殺が疑われる場合や未遂を含む）には、県教育委員会から文部科学省への報告書の提出が求められている。報告書については、各市町村教育委員会をとおして各教育事務所まで提出する。





























※ 自殺企図であっても、再発防止の観点から、同様の調査をすることに留意。
※ 遺族への最初の説明は、調査着手からできるだけ1週間以内を目安に行う。説明する日時の設定は設置者と相談の上、決定する。　　　　　　　　　　　　　　
令和７年１１月改訂　三川町教育委員会　背景の指針をもとに作成
【参考様式５（学校もしくは町教委→三川町長）】
※　自殺又は自殺が疑われる死亡事案について、調査主体・調査報告書の作成は町教委を想定
※　不登校重大事態について、調査主体・調査報告書の作成は学校を想定
※　その他の重大事態については、調査主体が調査報告書を作成することを想定
　令和　　年　　月　　日　
三　川　町　長   殿 
三川町立〇〇学校長もしくは三川町教育委員会教育長 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

いじめの重大事態調査報告書

１　重大事態調査の位置付け
・　重大事態の別（１号・２号・１号かつ２号）
・　重大事態の認定日、地方公共団体の長等への報告日等
２　調査の目的、調査組織の構成
(1)　調査の目的　　　　・　調査の趣旨・目的を記載する。
(2)　調査期間　　　　　・　調査組織の設置日、調査の開始から終了までのスケジュールを記載する。
(3)　調査組織の構成　　・　調査組織の名称、調査委員の氏名・役職等を記載する。
・　外部の調査委員が専門家や第三者として参画しているような場合には、そのことが分かるように記載する。
３　当該事案の概要
(1)　基礎情報　　　　　・　重大事態が発生した学校名、対象児童生徒の学年、性別、氏名、対象児童生徒の状況等についてまとめる。不登校重大事態の場合には、欠席日数も記載する。
(2)　当該事案の概要　　・　調査対象となる重大事態について大まかな概要をまとめる。
４　調査の内容
(1)　調査方法　　　　　・　どのような調査方法（アンケート、聴き取り、資料分析、現場視察等）をとったかについてまとめる。
(2)　調査内容　　　　　・　調査方法に応じて、具体的にどのような調査を行ったか詳細をまとめる。
・　聴き取りや調査組織の会議を開催した日時や議論のテーマをまとめる。
５ 当該事案の事実経過
(1)　対象児童生徒の訴え ・　聴き取り等を通じて把握した対象児童生徒の訴えをまとめる。
・　対象児童生徒から聴き取り等で事案の詳細を確認できない場合には、その旨記載し、事案の端緒となったことについてまとめる。
(2)　関係児童生徒からの聴取内容
・　関係児童生徒の聴き取り内容をまとめる。
・　関係児童生徒から確認ができない場合には、その旨記載する。
(3)　当該事案の事実経過 　・　調査を通じて把握した事実の経過を時系列に沿ってまとめる。令和６年３月三川町教育委員会

・　事実経過をまとめるに当たっての留意事項は、「（２）事実関係の確認・整理」（本マニュアルｐ26,27）を参照。
６　当該事案の事実経過から認定しうる事実

・　事実経過を踏まえて、当該事案に係るいじめの事実関係や対象児童生徒の重大な被害といじめとの関係性について説明できることをまとめる。
７　学校及び学校の設置者の対応
 (1)　学校の対応について　　・　「５ 当該事案の事実経過」でまとめた学校の対応について法や学校いじめ防止基本方針その他関連法令・本ガイドラインに照らして対応の検証を行う。
(2)　学校の設置者の対応について
・ 「５ 当該事案の事実経過」でまとめた学校の設置者の対応について法や地方いじめ防止基本方針その他関連法令・本ガイドラインに照らして対応の検証を行う。
(3)　学校及び学校の設置者の対応に係る考察
・　学校及び学校の設置者の一連の対応を踏まえて、課題点や改善すべき点を指摘する。
８　当該事案への対処及び再発防止策の提言
(1)　当該事案への対処について
・　当該事案に係るいじめが解消していない場合には、当該事案のいじめ解消に向けた対処をまとめる。
・　対象児童生徒の不登校が継続している場合に、当該児童生徒への支援方策等をまとめる。
(2)　学校及び学校の設置者に対する提言
・　当該事案の一連の調査を踏まえて、学校及び学校の設置者に対する再発防止策の提言を行う。
９　参考資料

【対象児童生徒が自殺している場合（自殺が疑われる場合を含む）】

・　対象児童生徒が自殺している場合には、背景調査の指針を踏まえ、
①　自殺に至る過程や心理の検証（分析評価）
②　自殺の再発防止・自殺予防のための改善策
を上記の共通事項に加えて報告書に記載する。
【対象児童生徒が不登校を余儀なくされている場合】

・　対象児童生徒が不登校を余儀なくされている場合には、学びの継続に向けた具体的な支援方策の検討も調査目的に含まれていることから、調査内容及び対象児童生徒の状況を踏まえて、家庭や関係機関、心理・福祉の専門家等と連携して、学習面・健康面等について今後の支援方策を検討することが必要であり、検討した今後の支援方策を上記の共通事項に加えて報告書に記載する。
令和７年１１月改訂　三川町教育委員会
ガイドライン（ｐ35・37・38）より作成
2
